
特定団体のメリット 

・瑕疵担保責任保険料が割引されます 

・基礎配筋検査で団体自主検査も選択できます（検査員講習受講が要件） 

・オンライン申込により団体事務手数料が半額になります 

お知らせ：郵送による瑕疵保険申込は 4 月 1 日より、１件 10,800 円に改定されています 

2017 年 5 月 

瑕疵担保保険委員会 

 

    

 

団体検査員ならびに新規検査員希望者 各位 

 

団体自主検査員（新規・更新）講習会のお知らせ 

 

 

当団体は、住宅保証機構株式会社より特定団体として認定された事により、当団体の瑕疵担保保険委員

会に所属する団体の各会員に於いても、特定団体会員として「まもりすまい保険」を有利に利用すること

ができます。   

また既に検査員としての資格者は、３年ごとの更新講習を受講いただくことが条件となりますので、こ

の機会に下記の受講をお勧めします。 

記 

＊１４時に開始し２時間半程度の予定です。特にご用意いただくものはありません。 

＊当初 6 月 16 日（金）を予定しておりましたが都合により日程変更となりました。 

場所 日時 会場 所在地 

東京 
2017 年 6 月 27 日

（火） 

TKP 東京駅八重洲 

カンファレンスセンター 4T 

東京都中央区京橋 1-7-1 

戸田ビルディング 

参加を希望される方は FAX ください →ＦＡＸ 03-3568-4714       

 ＊受講証等の発行は行いません もし満席の場合は当方よりご連絡致します 

お問合わせ TEL 03-3568-3714   担当：長田、小池 

 

 ・会社名                       （TEL                         ）  

住宅保証機構の届出事業者番号                        (未届でも受講可能ですが検査員証の発行は届出後となります) 

        

     ・要件  ① 建築士・施工管理技士の資格者であること 

 参加者名              （1・2）級建築士・管理技士              ② メールアドレスの記載された名刺を提出 

                    （1・2）級建築士・管理技士            ③ 後日、顔写真をメールで提出 

                    （1・2）級建築士・管理技士            ④ 新規講習費は１名につき 18,360 円（税込） 

                                                    更新講習費は 1 名につき 10,800 円（税込） 

                                                    各団体事務局より後日請求します 

認定講習会のご案内 1 単位 


